
令和８年４月１日 

小金井市立保育園こども誰でも通園制度の利用案内 

 

対象児童 

次の項目にすべて該当している児童 

⑴ 利用日時点において生後６か月から満３歳未満（３歳の誕生日の前々

日まで） 

⑵ 次の施設のいずれも利用していないこと。 

ア 認可保育所 

イ 幼稚園 

ウ 認定こども園 

エ 地域型保育事業所 

オ 企業主導型保育事業 

実施施設 
小金井市立くり のみ保育園（東町 3-1-16） 

小金井市立さくら保育園（貫井北町 3-30-6） 

実施日時 

月曜日～金曜日 ※祝日及び年末年始（12月 29日～1月 3日）を除く。 

午前区分  9：30～11：30 

午後区分  13：30～15：30 

定員 

0歳児 3人 

1歳児 5人 

2歳児 6人 

※ 曜日、午前・午後で利用可能な年齢が異なります。詳細は、各施設に

お問い合わせください。 

利用可能時間 

月 10時間を限度とし、柔軟に利用可能 

※ 前月の繰越しはできません。 

※ お迎えの時間を過ぎた場合、利用可能時間を消費する場合があります。 

利用の流れ 

① こども誰でも通園制度総合支援システムで市へ認定申請 

② 市から認定証・アカウント発行 

③ 総合支援システムから事前面談予約 

④ 事前面談実施 

⑤ 総合支援システムから施設利用予約 

⑥ 利用決定 

⑦ 利用開始 

利用予約可能期間 利用日 30日前の 9：00～利用日 7日前の 17：00 

利用料金 
【市民の方】無料 

【市外の方】1回 600円（利用料支払後の預かりとなります。） 

食事の提供 
無し 

※ 0歳児はミルク持参 



親子通園 お子さんが慣れるまで短期間で実施可能です。各園職員にご相談ください。 

キャンセル 

⑴ 予約をキャンセルする場合は、できるだけ早く連絡をお願いします。 

⑵ 【市民の方】予約日当日の午前 0 時以降にキャンセルすると利用可能

時間を 2時間分消費します。 

  【市外の方】予約日当日の午前 0 時以降にキャンセルすると利用可能

時間を 2時間分消費するのに加え、600円のキャンセル料が掛かります。 

注意事項 

⑴ 特別な支援が必要な場合、事前にお子さんの状況について聴き取り、

利用の可否について判断する場合があります。 

⑵ 子どもへの関わりや遊びの内容は、保育所保育指針に準じて実施しま

す。 

⑶ 集団保育のため、お子さんの体調不良時には利用できません。 

⑷ 市外へ転出する場合、施設への入所が決まった場合は、速やかに保育

課へ認定消滅届を提出してください。 

⑸ その他詳細については、面談時に各園で説明を行います。説明内容に

ついて理解いただいた上で、ご利用ください。 

問合せ先 
小金井市立くりのみ保育園 042-383-1180 

小金井市立さくら保育園  042-383-1182 

 


